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学校生活について 

令和 2年 5月 25日 

教務部 

 

新型コロナウィルス感染症感染拡大防止にあたって、公表された「新しい生活様式」（厚生労働

省）を今後の日常生活に取り入れていけるように協力してください。 

 

１ 自宅を出る前に、以下のことを行いましょう。 

   ・検温、体調チェック 

     発熱、風邪症状が場合は、無理せず自宅で療養する。（必ず学校に連絡すること） 

   ・症状がなくてもマスクを着用（咳エチケットを守る） 

 

２ 健康状況の確認のため、朝にＳＨＲを実施します。（校時表はＨＲ掲示） 

 

３ 学校生活における感染拡大の防止のために以下のことを守りましょう。 

   ・登下校時の混雑、学校周辺の密集を避けるため、時差の登下校に協力してほしい。（別紙） 

   ・マスクを着用し、咳エチケットを守る。（登下校含む） 

   ・手洗いは 30秒程度かけて、水と石けんで洗う。（校内に手指消毒薬を設置しています） 

   ・校内には様々な年代や持病のある人が生活していますので、体調管理に徹する。 

   ・文房具や物、衣類の貸し借りはやめる。 

   ・昼食時は対面形式の着席を避ける。 

   ・会話時は真正面の立ち位置を避ける。 

   ・人との間隔は、最低１ｍを確保する。 

   ・授業中は四季を問わず、二方向の窓を開けて換気する。 

   ・換気できない密閉空間を避ける。 

   ・３密を回避する。（密集・密接・密閉） 

・食堂は営業形態を変更する場合があります。 

 

４ 朝のＳＨＲに参加できなかった場合（遅刻した時）、まず保健室へ行き、検温と健康状況の 

確認を受けましょう。（保健室へ行かずに、直接授業への参加はできません。） 

 

５ 学校において体調不良が発生した場合は、保健室に申し出て、指示を受けましょう。勝手に 

早退してはいけません。 

 

６ 部活動は注意事項（別途掲示）に従い、顧問の先生と相談の上、実施しましょう。 

  しばらくの間は、活動できません。その後、段階的に活動を再開する予定です。 

 

７ インターネットを活用した学習支援システム（Ｃｌａｓｓｉ）を日常的に使用できるようにな 

ろう。今回の臨時休業を機に、全学年が使用対象となりました。 

 

８ 今回の感染症対応において、心配事のある場合は、遠慮なく近くの教員に相談しましょう。 

 

９ 臨時休業の授業時間を回復するために、年間行事の大幅な見直しが行われる予定です。 


